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示
……
…
…
…
…
…
…
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二

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一
㈠　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

国
東
市
国
東
町
小
原
字
ヲ
ハ
カ
二
七
〇
九
番
三

㈡　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

風
害
の
防
備

㈢　

解
除
の
理
由

　
　
　

公
園
用
地
と
す
る
た
め

二
㈠　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

国
東
市
国
東
町
小
原
字
ヲ
ハ
カ
二
七
〇
九
番
三

㈡　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

公
衆
の
保
健

㈢　

解
除
の
理
由

　
　
　

公
園
用
地
と
す
る
た
め

三
㈠　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

国
東
市
国
東
町
小
原
字
小
鼻
二
六
七
八
番
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

㈡　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

風
害
の
防
備

㈢　

解
除
の
理
由

　
　
　

駐
車
場
用
地
と
す
る
た
め

四
㈠　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

国
東
市
国
東
町
小
原
字
小
鼻
二
六
七
八
番
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

㈡　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

公
衆
の
保
健

㈢　

解
除
の
理
由

　
　
　

駐
車
場
用
地
と
す
る
た
め

　

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
東
部
振
興
局

並
び
に
国
東
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

○
公
　
　
　
　
　
告

　

大
分
県
食
の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
（
平
成
十
七
年
大
分
県
条
例
第
十
九
号
）
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
ふ
ぐ
処
理
講
習
会
を
開
催
す
る
。

　
　

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

講
習
会
の
開
催
期
日
及
び
場
所

　

１　

開
催
日
時　

令
和
八
年
九
月
一
日
（
火
曜
日
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

な
お
、
受
付
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
前
九
時
二
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

　

２　

開
催
場
所　

大
分
市
金
池
南
一
丁
目
五
番
一
号　

ホ
ル
ト
ホ
ー
ル
大
分

二　

講
習
会
の
受
講
申
込
み
の
受
付
期
間
及
び
場
所

　

１　

受
付
期
間　

令
和
八
年
七
月
二
十
七
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で

　

２　

受
付
場
所

　
　
　

次
の
表
に
掲
げ
る
一
般
社
団
法
人
大
分
県
食
品
衛
生
協
会
の
各
支
部

支　

部　

名

　
　
　
　
　
　

所　
　
　
　

在　
　
　
　

地

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

令

和

八

年

第

七

〇

七

号

五
月
二
十
二
日

（　金 曜 日　）

一

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　 

発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
い
づ
み
印
刷
株
式
会
社

（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）



国
東
支
部

国
東
市
国
東
町
安
国
寺
七
八
六
番
地
一　

東
部
保
健
所
国
東
保
健
部
内

速
見
支
部

速
見
郡
日
出
町
字
仁
王
山
三
五
三
一
番
地
二
四　

日
出
総
合
庁
舎
内

別
府
支
部

別
府
市
大
字
鶴
見
字
下
田
井
一
四
番
地
一　

東
部
保
健
所
内

由
布
支
部

由
布
市
庄
内
町
柿
原
三
三
七
番
地
二　

中
部
保
健
所
由
布
保
健
部
内

臼
杵
支
部

臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
洲
崎
七
二
番
地
三
四　

中
部
保
健
所
内

津
久
見
市
支
部

津
久
見
市
港
町
一
番
二
一
号　

津
久
見
商
工
会
議
所
内

佐
伯
支
部

佐
伯
市
向
島
一
丁
目
四
番
一
号　

南
部
保
健
所
内

豊
後
大
野
支
部

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
九
三
四
番
地
二　

豊
肥
保
健
所
内

竹
田
支
部

竹
田
市
大
字
竹
田
字
山
手
一
五
〇
一
番
地
二　

竹
田
総
合
庁
舎
内

日
田
支
部

日
田
市
田
島
二
丁
目
二
番
五
号　

西
部
保
健
所
内

玖
珠
郡
支
部

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
塚
脇
一
三
七
番
地
一　

玖
珠
総
合
庁
舎
内

中
津
支
部

中
津
市
中
央
町
一
丁
目
一
〇
番
四
二
号　

北
部
保
健
所
内

宇
佐
支
部

宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺
二
三
五
番
地
一　

宇
佐
総
合
庁
舎
別
棟
内

豊
後
高
田
支
部

豊
後
高
田
市
是
永
町
三
九
番
地　

北
部
保
健
所
豊
後
高
田
保
健
部
内

大
分
市
支
部

大
分
市
荷
揚
町
六
番
一
号　

大
分
市
保
健
所
内

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
次
の
者
に
つ
い

て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
保
安
林

予
定
森
林
の
所
在
す
る
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
。

　
　

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
及
び
掲
示
場
所

所　

在　

の　

不　

分　

明　

な　

者　

の　

氏　

名

掲　

示　

場　

所

堀
川　

清
彦
、
安
形　

力
夫
、
佐
藤　

祥
司
、
江
頭　

弘
嗣
、
佐
野　

眞
一
郎
、

一
野　

智
佳
子
、
河
野　

公
信
、
前
田　

武
夫
、
川
野　

準
、
鶴
岡　

政
和
、

安
形　

智
誠
、
安
部　

明
美
、
一
野　

正
明
、
江
藤　

鶴
水
、
一
野　

俊
彦
、

河
野　

鶴
松
、
工
藤　

弘
子
、
眞
崎　

秀
由

由
布
市
役
所

二　

通
知
の
要
旨

　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
付
け
大
分
県
告
示
第
百
四
十
五
号
に
よ
り
行
っ
た
森
林
法
第
三
十
条
の
規
定

に
よ
る
通
知

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日

二


